
はじめに 

本業務の目的 

高平団地の建替事業の実施に向け、入居者の住環境の向上と、安心・安全な住生活に  寄与す

るための建替基本計画を策定するともに、様々な民間活力手法を検討し効率的、効果的に事業を

推進できる民間資金やノウハウなどを活用するＰＰＰ／ＰＦＩ手法等の導入可能性調査を行う

ものである。 

本業務により、団地や地域ニーズ応じた事業計画を精査し、民間活力の導入による本市財政負

担の軽減や土地の有効利用、余剰活方法、事業期間の短縮などの効果を創出すること目的とする。 

 

対象団地 

□所在地 ：熊本市北区高平２丁目 ３６７―１ 他２５筆 

□敷地面積：14,312.00㎡ 

□区域区分：第一種中高層住居専用地域 

□建ぺい率：60％ 

□容積率 ：150％ 

□住棟  ：鉄筋コンクリート造 4階建 4棟 96戸 

コンクリートブロック造 2階建 15棟 78戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 計画条件の整理 

１－１ 立地条件 

（１）位置図 

市営高平団地は熊本電鉄菊池線「北熊本」駅の北西方約 700m（道路距離約 1.3km）に位置して

いる。高平小学校区内には他に市営大窪団地が立地している。 

 



 

（２）周辺環境 

幹線道路の背後地の高台に位置する。周辺の土地利用は主に古くからある戸建住宅地で、デイサービス等の小規模福祉施設も多い。国道３号線沿いには各種沿道型店舗が立地しており、近接性は良好である。計画地と国

道３号線の間には坪井川が流れており、計画地付近の緑地は遊水池である。 



 

 

１－２ 上位・関連計画 

（１）熊本市第７次総合計画（平成 28年３月策定、令和２年３月見直し） 

・「安全で利便性が高い都市基盤の充実」を図る施策の中で、「豊かな住生活の実現」の１つとし

て「良好な市営住宅などの供給」が位置づけれられており、「市営住宅などの適切な維持管理」

および「市営住宅の計画的な建替」に関する方針が示されている。 

 

◆熊本市第７次総合計画より抜粋 

 

 

  

「豊かな住生活の実現」 現状と課題（抜粋） 

市営住宅をはじめとした市有建築物は、市民をはじめ利用者の方々が安全・安心に利用で

きるよう常に健全な状態を維持し続けることが求められます。しかし、高度成長期を中心に

集中して整備された市有建築物が老朽化し、一斉に更新時期を迎えることが見込まれること

から、効率的かつ計画的な保全に取り組み、増大する維持管理費用を軽減する必要がありま

す。 



 

 

（２）第２次熊本市都市マスタープラン（平成 29年８月改訂） 

・土地利用の方針において、高平団地は「都市近郊型居住ゾーン（周辺部）」に位置している。 

 

「都市近郊型居住ゾーン（周辺部）」 

既存の中小の工業・流通機能や沿道商業・業務機能と共存し、地域の特性に合わせた建物の

共同化や主として中高層住宅等による居住環境の改善や居住を誘導することで人口密度の維持

を図る地域。 

 

◆土地利用方針図（抜粋）  

高平団地 



 

 

（３）熊本市立地適正化計画（令和３年３月） 

・高平団地東側および北側の一部は都市機能誘導区域に指定されている。 

・その他の部分は、立地適正化計画区域内（＝熊本市の場合は都市計画区域内）にあるが、居住

誘導区域には指定されていない。 

 

◆八景水谷・清水亀井地区 都市機能誘導区域の範囲（抜粋）  

高平団地 



 

 

（４）熊本市公共施設等総合管理計画（平成 29年３月） 

・熊本市公共施設等総合管理計画では、Ｈ30年度中に市営住宅長寿命化計画を改定し、更新の際

は、高層化・集約化を進め余剰土地の有効活用策を検討するとしている。 

 

◆市営住宅の課題と対応方針（抜粋） 

 

  



 

 

（５）熊本市住生活基本計画（平成 27年３月策定、令和２年３月改定） 

・熊本市住生活基本計画では、重点的な施策の１つとして「市営住宅の供給及び入居適正化」を

掲げ、市営住宅の有効活用を図る観点から「熊本市市営住宅長寿命化計画」に基づき、建替や

維持管理(改善・修繕)を基本とした整備を行うこととしている。 

 

◆施策の方向性（抜粋） 

  
 



 

 

◆具体的な取組（抜粋） 

 

  

 



 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な成果指標（抜粋）  

 

検証指標 基準値（年度） 目標値（年度） 目標達成の考え方 

市営住宅のバリアフリー化率 28.6%（H25） 32.2%（R5） 手すりの設置、段差の解消など、市営

住宅のバリアフリー化を図る。 

市営住宅家賃収納率 86.1%（H25） 96.3%（R5） 公平性を確保するため市営住宅の家賃

の滞納防止を図り、収納率の向上に努

める。 

 



 

 

（６）熊本市市営住宅長寿命化計画（平成 24年３月策定、平成 31年 3月見直し） 

・熊本市市営住宅長寿命化計画によると、建替団地では、「需要が高く、立地利便性等が良好な

住宅の更新」「地域の公営住宅の需要を支える団地の更新」「整備戸数の適正化（削減）」「地域

コミュニティ・生活圏を考慮した統合・集約」を行うとしている。 

・集約にあたっては、立地状況を踏まえた小学校区内での集約や、民間賃貸住宅の活用すること

等が示されている。 

◆市営住宅の建替の方向性と手段（抜粋）  

 



 

 

・将来の市営住宅ストック数は、2055年までの 40年間で 20％削減して、10,450戸としている。 

・長寿命化計画期間では、建替によって、2023年までの５年間で４団地 392戸を約 200戸、2028

年までの５年間で３団地 321戸を約 260戸に削減するとしている。 

 

◆市営住宅の将来ストック数計画と長寿命化計画での事業量計画（抜粋） 

   



 

 

（７）熊本市景観計画（平成 22年１月） 

・熊本市景観計画(平成 22 年 1 月策定)によると、高平団地を含む熊本市全域が景観計画区域と

指定。高平団地は、都市近郊型居住景観形成ゾーン（周辺部）に指定されている。 

 

◆熊本市景観計画より抜粋 
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以下に該当する行為を行う場合は、市長への届出を必要とされる。 

 



 

 

  景観形成基準 

 



 

 

   



 

 

  


